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第５部 届出の記載方法 

 

１ 規則様式 

規則様式には計画書、変更届出書、完了届出書及び中止届出書の４様式があり、オン

ライン手続かわさき（e-KAWASAKI）において、申請フォームを入力することで様式が作

成され提出できる。申請後、PDF出力できる。 

なお、規則様式の第２～４面については「計画書・変更届・完了届」で全て記載方法

が同じとなる。 

  

 

(1) 特定建築物太陽光発電設備等設置計画書 

（参考）計画書の記載（印字）内容 

 

  

① 計画書の提出日を記載 

② 特定建築主の情報を記載 
（住所は、主たる事務所又は 
事業所の所在地も可） 
建築主が複数いる場合は 
別紙を添付する 

③ 特定建築物の名称・所在地 

計画書手続きに関する担当者氏名・連

絡先（部署名、電話番号等） 

を記載 

※第１面は市ＨＰで公表しない。 

 

1 

2 

3 

必須 

オンライン手続かわさき（e-KAWASAKI）による届出 

https://www.city.kawasaki.jp/300/page/0000175112.html 
 

https://www.city.kawasaki.jp/300/page/0000175112.html
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（計画書つづき）  

④ 表紙と同内容を記載 
建築主が複数いる場 
合は別紙を添付する 

 

⑤ 表紙と同内容を記載 

⑥ 特定建築物の概要 

・新増改築の区分 
・工事期間 
・各種面積 
・工場等の区分 

などを記載 

⑦ 義務履行の概要 

・設置基準量 
・義務履行方法 
・出力 
・達成率 
・適合状況 

などを記載 

※第２面は市ＨＰで公表する。 

 

4 

5 

6 

7 

※工場等の場合 

 ⇒床面積の合計と 

同じ面積を記載 

※工場等以外の場合 

 ⇒０㎡と記載 

□適合する（達成率 100%以上） 

□適合しない（達成率 100%未満） 
パーセント表示とし 

小数点以下切り捨て（整数） 

工場等の用途に供す
る部分の床面積の合
計を記載 

・備考欄３を要確認 

 

チェック欄５箇所は、
上から次の内容を指し
ている 

□オンサイト設置 

□オフサイト設置 

（PPA、自己託送自営線） 

□既存建築物への設置） 

□特定開発事業区域での設置 

□再エネ小売電気・再エネ証

書の調達 

※複数選択可 

設備の種類・出力（設置
量）の合計を記載 

・備考欄４を要確認 

⇒詳しくは第３面参照 

※建築主が個人の場合 

 ⇒氏名・住所を記載する 

氏名は公表するが、 

住所は非公表 
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 （計画書つづき）  

⑧ 設置基準量の算出 

・建築面積×0.05 
・太陽光発電設備設置可能面積 
・下限、上限の適用有無 

などを記載 

⑨ ア オンサイト設置 

イ オフサイト PPA、 
自己託送、自営線設置 

・太陽光発電 
・風力発電 
・バイオマス発電 
・地中熱供給 
・太陽熱供給 
・バイオマス熱供給 

の出力等を記載 

の内訳 

※第３面は市ＨＰで公表する。 

 

8 

9 

※設置基準量について

は、Excel 版「再エネ

調達計画書」の算定シ

ート①にて、比較的簡

易に計算可能✍ 

供給方式 

例：オフサイトＰＰＡ・自己託送・自営線供給など 

(1)小数点第 3位切り捨て 

(2)小数点第 2位まで 

(3)小数点以下切り捨て（整数） 

チェック方法は、

下表(緑枠)参照 

(1)小数点第２位まで 

設備の種類別の設置量 kW 

(ｱ)太陽光…モジュールの定格出力 kWを計上 

(ｲ)その他の再エネ発電設備…年間発電電力量

1,000kWh 当たり太陽光１kW相当として計上 

(ｳ)熱利用設備等…年間熱利用量 3,600MJ 当たり太

陽光 1kW相当として計上 

設備の種類別の設置量 kW 

(ｱ)～(ｴ)の設備の種類に関わらず、年間推定発電量

（所内負を荷除いた電力量）1,000kWh 当たり太陽

光 1kW相当として計上 
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（計画書つづき）  

⑩ ウ 市内既存建築物への設置 

エ 特定開発事業区域への設置 

・太陽光発電 
・風力発電 
・バイオマス発電 
・地中熱供給 
・太陽熱供給 
・バイオマス熱供給 

の出力等を記載 

※第４面は市ＨＰで公表する。 

 

の内訳 10 

11 

●設置が困難な理由は、次の４つから選択すること。 

・設置場所が狭小（太陽光発電設備を設置可能な場所又は面積が狭小であり、その定格出力が３キロワットに満たない） 

・技術的な事由 （地上高が 60ｍを超える高層建築物等、技術的事由により一般的な設置方法での設置が困難） 

・系統連系の制約（一般送配電事業者から一定の条件を付されるなど、系統連系に一定の制約が生じる） 

・その他の理由（特定建築物で利用する電気の１００％を再エネ利用による） 

●設置量[kW]は、Excel 版 要綱様式「再エネ調達計画書」にて設置量を計算したうえで記載すること。 

11 

⑪ オ 再エネ小売電気の調達 

再エネ証書の調達 

      オンサイトが困難な理由 

 
(ｱ)調達する再エネ電力量 
(ｲ)調達する再エネ証書量 
(ｳ)その他（現時点で想定なし） 
 

などを記載 

※詳細については下部枠内参照 

設備の種類別の設置量 kW 

(ｱ)太陽光…モジュールの定格出力 kWを計上 

(ｲ)その他の再エネ発電設備… 

年間発電電力量 1,000kWh 当たり太陽光１kW相当として計上 

(ｳ)熱利用設備等…年間熱利用量 3,600MJ 当たり太陽光

1kW相当として計上 

設備の種類別の設置量 kW 

(ｱ)太陽光…モジュールの定格出力 kWを計上 

( ｲ )その 他 の再 エネ 発 電設備…年間発電電力量

1,000kWh 当たり太陽光１kW相当として計上 

(ｳ)熱利用設備等…年間熱利用量 3,600MJ 当たり太陽光

1kW相当として計上 

設備を設置する建築物の所在地 

オンサイト設置が困難な理由 
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(2) 特定建築物太陽光発電設備等設置計画書変更届出書  

      第２面～第４面の記載方法は、「(1) 特定建築物太陽光発電設備等設置計画書」と

同様のためそちらを参照のこと。 

（参考）変更届の記載（印字）内容 

  

① 変更届出書の提出日を記載 

② 特定建築主の情報を記載 

（住所は、主たる事務所又は 
事業所の所在地も可） 
建築主が複数いる場合は 
別紙を添付する 

③ 特定建築物の名称・所在地 

を記載 

※第１面は市ＨＰで公表しない。 

 

 

⑤ 変更前後の主な内容を記載 

⇒主な変更内容は、     
下記表の変更①②を参照 

⇒変更内容により提出期日が 
異なるため注意 

 

※未変更部分も含め、全て記載する。 

 

 

1 

2 

3 

5 

4 

④ 変更を実施した年月日 

を記載 

軽微な変更の内容は、完了届において更新する 

⑥ 担当者氏名・連絡先（部署

名、電話番号等） 

を記載 

6 

6 項 

5 項 
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(3) 特定建築物工事完了届出書  

      第２面～第４面の記載方法は、「(1) 特定建築物太陽光発電設備等設置計画書」と同

様のためそちらを参照のこと。       

（参考）完了届の記載（印字）内容  
※第１面は市ＨＰで公表しない。 

 

 
※最終的な特定建築物の状況について、

記入欄全てに記載する。 

 

 

① 完了届の提出日を記載 

② 特定建築主の情報を記載 
（住所は、主たる事務所又は 
事業所の所在地も可） 
建築主が複数いる場合は 
別紙を添付する 

③ 特定建築物の名

称・所在地 

を記載 

④ 特定建築物の工事

完了年月日 

を記載 

⑤ 担当者氏名・連

絡先（部署名、電話

番号等） 

を記載 

必須 

1 

2 

3 

4 

5 
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(4) 特定建築物工事中止届出書  

（参考）中止届の記載（印字）内容 

 

  

① 完了届の提出日を記載 

② 特定建築主の情報を記載 
（住所は、主たる事務所又は 
事業所の所在地も可） 
建築主が複数いる場合は 
別紙を添付する ③ 特定建築物の名称・

所在地 

を記載 

④ 工事中止が決定した

年月日 

を記載 

⑥ 担当者氏名・連絡先

（部署名、電話番号

等） 

を記載 

⑤ 工事を中止する理由 

を記載 

※中止届は市ＨＰで公表しない。 

 ⇒「中止の旨」を市ＨＰで公表 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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２ 要綱様式（再生可能エネルギー調達計画書） 

本様式は、表紙及びシート①～⑦で構成され、オフサイト設置・再エネ小売電気の

調達・再エネ証書の調達を選択した場合に添付が必須となる。本様式の Excel 版は市

HPに公開しており、例えばオンサイト設置のみで義務履行する際の「達成率・適合状

況」等の種々の確認用ツールとして使用できるため、是非活用いただきたい。 

 

  【表紙】 
･･･ 入力箇所 

① 計画書の提出日 

を記載 

② 特定建築主の住所・氏名（住所は、主たる事務所又は

事業所の所在地も可） 
特定建築物の名称・所在地・主要な用途   を記載 

1 

2 

次ページ以降に示すシート①～⑦での入力内容が、【表紙】自動計算セルに自動転記される。 

･･･入力セル 

･･･自動計算セル 

※2 

※1 
 

オンサイト設置以外の義務履行方法
は、一定の要件を付しており、【第２面】
以降のシートにおいて、要件のチェッ
クボックスが選択されていない場合、
達成率が 100%以上であっても「不適
合」と表示されることがある。 

※２ 

達成率は、設置基準量[kW]に対し、
実際に設置した設備容量[kW]の比率が
表示される。 

※１ 

 

オフサイト設置、再エネ小売電気・再エ

ネ証書の調達時には提出必須 

【Excel 版】公開場所 
https://www.city.kawasaki.jp/300/page/0000167418.html 

https://www.city.kawasaki.jp/300/page/0000167418.html
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自動計算結果については、報告者の責任において確認し、適合状況を判断すること。 

なお、【表紙】シートの印刷範囲外のセルには、【シート①】以降のシートで選択したチェック

ボックスに応じ、本様式の提出が必須となる義務履行方法の選択有無を確認できるほか、各義務

履行方法の要件を満たしているかを確認することができる。 

【表紙】シートにおいて、適合状況が「不適合」と表示される場合、こちらの確認欄を参考に

検算等を行うこと。 

 

 

 

 

 

  

【参考】印刷範囲外のセル 

本様式の提出が必須となる義務履行方法は次のとおり。 

・オフサイト設置（オフサイト PPA、自己託送、自営線）」 

・再エネ小売電気の調達（一括受電方式含む）」 

・再エネ証書の調達 

・再エネ１００％化計画の策定、実施、対外公表 
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（再生可能エネルギー調達計画書つづき） 

 

 

  

【シート①】 ･･･ 入力箇所 

【シート①】は、上記③～⑥を入力することで、設置基準量を自動算定するシート。 

なお、設置基準量の確認としても使用できるため、本シートを是非活用いただきたい。 

･･･入力セル 

･･･自動計算セル 

③ 特定建築物が工場等であればチェック 
（初期状態では、工場等以外が自動選択されている） 

3 

4 

5 

6 

④ 建築面積を記載 

増改築の場合、 
当該部分の建築面積 

 

⑤ 床面積の合計を記載 

増改築の場合、 
当該部分の床面積 

 

⑥ 設置が困難な部分の 
面積を記載 

記載にあたり、ページ 
下部の枠内を要確認 
 

 

 

7 

⑦ 義務履行方法を選択 

・複数選択が可能。(選択漏れがあると「Excel 様式」で正しい判定がされないため注意) 

・ただし、オンサイト設置（特定建築物又はその敷地への設置）のみ選択する場合、 
本様式の提出は必要がない点に注意。 

【⑥欄記載時の注意点】 

⚫ ⑥の面積を適用し設置基準量を算定しない場合、⑥は空欄で構わない。 

⚫ ④の面積に代えて、⑥の面積を適用する場合、⑥を記入したうえで、「備考１」の

とおり平面図等の必要な添付書類を併せて提出が必要となる。 
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（再生可能エネルギー調達計画書つづき） 

  
･･･ 入力箇所 

9 

8 

11 10 

14 

16 

⑧ オンサイト設置時の導入設備を選択 

⑨ 設置基準量を圧縮する場合に選択 

（初期状態では、「なし」が自動選択されている） 
⑩  
設置した発電設備 
の定格出力[kW]を 
記載 

⑪ 設置主体を選択 

当てはまる選択肢を 
リストから選ぶ 
 
 

 

建築主・リース 
屋根貸し 

 

13 

12 

12 

⑫ 設置主体を選択 

当てはまる選択肢を 
リストから選ぶ 
 
 

 

自家消費・余剰売電 
全量売電 

⑯ 年間推定熱使用量を記載 

特定建築物で使用する 
年間の熱使用量[MJ]  
 
 

 
･･･入力セル 

･･･自動計算セル 

【シート②】は、義務履行方法としてオンサイト設置を併用する場合、設置する発電設備・

熱利用設備の内容を記載するシート。 

 

⑬  

設置した発電設備
の年間発電電力量 
[kWh]を記載 

※ページ下部の 
”注意点”を要確認 

 

⑭ 設置主体を選択 

当てはまる選択肢を 
リストから選ぶ 
 
 
建築主・その他 

【⑬欄記載時の注意点】 

備考２・３に記載のとおり、バイオマス設備等（小水力発電設備、地中熱利用設備な

ど）は、発電・熱供給に伴い多くのエネルギーを施設内で使用するため、年間発電電力量

[kWh]を算出する際は所内消費分を差し引いて算出し、その根拠資料を添付すること。 

【シート②】 

15 

⑮ 自家消費率を記載 

（入力値は自動計算に 
影響を及ぼさない） 
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（再生可能エネルギー調達計画書つづき） 

 

  
【シート③】 ･･･ 入力箇所 

16 

17 

18 

19 

20 

⑯ 設備概要を記載 

・名称、所在地は直接入力 
 

・発電の種別をリストから選択 
 
 

・発電種別をリストから選択 
 
 

 

1 新設・2 増設 

 

1 太陽光発電 
2 風力発電 
3 バイオマス発電 
4 小水力発電 
5 地熱発電 

⑰ 定格出力、供給方法を記載 

・供給方式をリストから選択 
 
 
・定格出力[kW]を記載 
※所内消費電力は除かず、発電設備の 

定格出力をそのまま記載する。 

 

ｵﾌｻｲﾄ PPA、自己託送、自営線 

 

⑱ 年間推定発電量を記載 

・送電（逆潮）予定の年間電力量の最大値を記載 

（所内消費電力量を除く） 

 

⑲ 年間使用予定量を記載 

・⑱の電力量のうち、当該特定建築物へ送電する
電力量（特定建築物で使用する電力量）を記載 

※送電ロスは考慮する必要はない。 

【シート③】は、義務履行方法としてオフサイト設置を選択する場合、設置する発電設備
や要件を記載・選択するシート。 
 
【⑳欄記載時の注意点】 

・オフサイト設置での発電設備は、「再エネ特措法の認定設備であること」を必須要件 

・第三者設置(オフサイト PPA)の場合は、加えて備考欄 6(1),(2),(4)の要件を満たす必要がある。 

⇒要件の詳細は、”第３部 第３章 ３”を参照 要件を満たすことが確認できる添付資料の提出が必要 

⑳ オフサイト設置の 
要件を選択 

ア：必須要件 
イ：オフサイト PPA の要件 

※ページ下部の”注意点”
を要確認 
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（再生可能エネルギー調達計画書つづき） 

  
【シート④】 ･･･ 入力箇所 

21 

22 

23 

24 

26 

25 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

㉑ 調達の種類を選択 

どちらか１つ又は両方を選択 

㉒ オンサイト設置が困難

な理由を選択(複数選択可)  

※ページ下部の”注意点”を
要確認 

 
 

㉓オンサイト設

置が困難な詳細

理由を記載 

㉔ 圧縮後の量を記載 

 (圧縮措置を適用する場合)  

※㉕の条件欄のチェック
が漏れていると入力で
きないため注意 

（第６部 事例③を要確認） 

 

【シート④】は、義務履行方法として再エネ小売電気・再エネ証書の調達を選択する場合、
調達要件の選択や調達が必要な電力量・証書の量などを記載するシート。 
 

【㉒,㉜記載時の注意点】 

・再エネ小売電気の調達、再エネ証書の調達は、複数の要件を満たす必要がある。 

⇒㉒及び㉜の「要件チェック欄」は、チェック漏れがあると”不適合”と判定されるため要注意 

㉕圧縮措置の条

件を選択 

※条件を２つク
リアできない場
合、圧縮措置は

選択不可 

㉖ 一括受電方式の有無

を選択  

※一括受電方式の要件は
次シートで選択 

 

㉗㉘ 年間の建物電気使

用量の推計方法を選択 

「その他の方法」の場合

は詳細を㉘に記載 

 

㉙ 電気使用量の推計を

「建物全体」or「共用

部のみ」どちらで推計

するか選択 

㉚ 推計した電気使用量

を記載 

㉛ 再エネ割合の加算分

を記入 

経産省が毎年公表している「エ

ネルギー需給実績」の最新数値

を記入すること。詳細は「第３

部 第４章」を参照 

㉜ 継続性要件の有無

を選択 

※詳細はページ下部 
”注意点”を要確認 
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（再生可能エネルギー調達計画書つづき） 

 

  

【シート⑤】 ･･･ 入力箇所 

33 

34 

35 

36 

37 

38 39 40 

41 

42 

㉝ 再エネ小売電気

の利用先を選択        

前ページ㉙と同じ 
内容を選択 

㉞ 調達先の小売電気事業者名称、

メニュー名称を記載 

㉟ 電力の種類を選択 

※詳細はページ下部を参照 

㊱ 追加性要件の有無

を選択 

※ページ下部”注意点” 

を要確認 

 

㊲ メニューの再エネ割合と、メニューから調達

する年間予定量を記載 

※再エネ割合は、小売電気事業者に問合わせのこと 

㊳ 調達する再エネ証

書の名称を記載 

㊶ 追加性要件の有無を選択 

※ページ下部”注意点”を要確認 

 

㊷ 調達する年間予

定量を記載 

【シート⑤】は、義務履行方法として、一括受電方式ではない再エネ小売電気・再エネ証
書の調達を選択する場合、具体的な調達量、メニューや証書の詳細を記載するシート。 
 

【㊱,㊶記載時の注意点】 

・再エネ小売電気の調達、再エネ証書の調達は、複数の要件を満たす必要がある。 

⇒㊱及び㊶の「要件チェック欄」は、チェック漏れがあると”不適合”と判定されるため要注意 

㊵ 調達する再エネ証書の

名称を記載 

例：非化石証書(再エネ指定) 

㊴ 次の選択肢から

種別を選択 

 

 

 

※JEPX：日本卸電力取引所 

1 小売電気事業者 
2 発電事業者 
3 JEPX等 

【㉟詳細】 

●証書利用 

再生可能エネルギー以外の燃料により発電（火力発電など）された電力に、環境価値（非化石証書など）を

充てることで、再エネ電力としてみなすもの。 

●生グリーン電力 

「再生可能エネルギーにより発電された電力そのもの」のことで、環境価値を証書化などにより分離していな

い電気のこと。 
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（再生可能エネルギー調達計画書つづき） 

 

  
【シート⑥】 ･･･ 入力箇所 

43 

【シート⑥】は、義務履行方法として、一括受電方式（再エネ小売電気の調達とみなす措
置）を採用した場合、具体的な調達量、メニューや証書の詳細を記載するシート。 

本制度では、要件を満たす一括受電方式を再エネ小売電気の調達とみなすことができる。 
⇒要件を満たさない場合、電気の需給方法として一括受電方式を導入すること可能だが、
義務履行方法として一括受電方式を適用することはできない。 

【㊸記載時の注意点】 

・一括受電方式（再エネ小売電気の調達とみなす措置）は、４つの要件を満たす必要がある。 

⇒㊸の「要件チェック欄」は、チェック漏れがあると”不適合”と判定されるため要注意 

㊸ 一括受電方式の

要件を選択 

※ページ下部の 
”注意点”を要確認 

 

青枠内は、前ページ【シート⑤】

と記載方法は同様のため、解説

は割愛する。 
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（再生可能エネルギー調達計画書つづき） 

 

 

  

【シート⑦】 ･･･ 入力箇所 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

【シート⑦】は、義務履行方法として、再エネ１００％化計画の策定・実施・対外公表を
選択する場合、その詳細を記載するシート。 
 

【㊽,㊾記載時の注意点】 

・再エネ電気１００％化計画の策定・実施・対外公表は、竣工時又は将来に建物で使用する電力の１００％を

再エネ化する必要がある。 

⇒㊽及び㊾で記載した推計年間使用量[kWh]が、建物推計電気使用量[kWh]以上となっていない場合、 

”不適合”と判定されてしまうため要注意 

㊹ 再エネ 100%化の

実現時期を選択 

将来の場合は、達成

予定年を記載 

㊺ 再エネ 100%化の

対象を選択 

㊻ 再エネ 100%化

を対外公表する方

法を選択・記載 

・自己宣言の場合は、
その詳細を記載 

・公表予定年を記載 

㊼ ㊻以外の方法で取り組んでいる場合、

その詳細を記載 

㊽ 竣工当初の義務

履行方法を記載 

シート①～⑥で記載
した義務履行方法の詳

細を転記 

※ページ下部の 
”注意点”を要確認 

 

㊾ 再エネ電気 100%

化を将来達成する場

合、達成時の義務履

行方法を記載 

シート①～⑥で記載し
た義務履行方法の詳細を

転記 

※ページ下部の 
”注意点”を要確認 
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第６部 パターン別 義務履行例 

 第６部では、要綱様式「再生可能エネルギー調達計画書」の記載例を交えながら、義務履行方

法のイメージについて具体的な事例などを元に解説を行う。 

１ 具体事例その１：オフィスビル（建物高さ６０ｍ超） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●前提条件  

建築面積 3,800[㎡] 

床面積の合計 30,000[㎡] 

太陽光発電設備設置可能面積 
（除外部分を除いた面積） 200[㎡] 

 

 

 

 

 

 

 

  

●設置基準量の算定 
 

①建築面積×5% 190[㎡] 

②太陽光発電設備設置可能面積 200[㎡] 

設置基準量（算定値） 

190[㎡]×0.15[kW/㎡] 

（①②の小さい面積で算定） 

28[kW] 

設置基準量 

（下限・上限表から算定値を適用） 
28[kW] 

●「定格出力 20kW」の太陽光発電設備を設置したが、設置基準量に満たない（不足 8kW） 

● 次の理由から、「再エネ小売電気の調達」を併用 

 ・地上高 60m超 

 ・設置場所が狭小（3kW設置場所を確保できない） 

屋上外周部：屋根端
部から辺長の 10%
以内かつ 2m以内 

設置基準量：小数点以下切り捨て（整数） 

下限 12kW～上限 36kW 
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2 

4 

3 

1 

5 

設置基準量 28kW 

① 建築物用途をﾁｪｯｸ☑ 

 (今回は「工場等以外」にﾁｪｯｸ☑があることを確認) 

②建築面積を入力✍ 

③床面積の合計を入力✍ 

④屋上面積のうち、太陽光発電設備の設置が困難な面積を入力✍ 

⑤義務履行方法をﾁｪｯｸ☑  

 (今回は「オンサイト設置」「再エネ小売電気の調達」をﾁｪｯｸ☑) 

ﾁｪｯｸ漏れ注意!! 
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1 

2 3 

4 

①オンサイトで設置した設備をﾁｪｯｸ☑ 

②定格出力を入力✍ 

③設置主体・利用方法をドロップダウンから選択☜ 

④自家消費率(計画時点の推計値)を入力✍ 

設置基準量に対する、オンサイト設置した
設備の出力[kW]の比率が参考表示される。 

今回はオンサイト設置にて「71.4%」 
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 １ 

2 

5 6 

3 

4 

７ 

８ 

 

※⑧は調達要件の１つで、  

 ﾁｪｯｸが漏れると表紙には  

 「不適合」と表示される 
①調達の種類をﾁｪｯｸ☑ 

②オンサイト設置が困難な理由をﾁｪｯｸ☑ 

③具体的な理由を入力✍ 

④推計方法(建物推計電気使用量)をﾁｪｯｸ☑ 

⑤推計したエリアをﾁｪｯｸ☑(建物全体 or 共用部のみ) 

⑥推計した kWhを入力✍ 

⑦エネルギー需給実績(経産省資料)の公表数値(最新)を入力✍ 

⑧継続性要件をﾁｪｯｸ☑ 
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1 
2 
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4 

５ 

６ 

・今回は建物で年間使用する電力量(7,000,000kWh)を 

 再エネ割合 50%のメニューから調達 

  (再エネ調達量 3,500,000kWh 相当) 

・調達電力の出力換算値：3,500[kW] 

 ⇒設置基準量に対する調達比率「12,500%」と表示される   

①調達する電気の利用先をﾁｪｯｸ☑(前ページ⑤と同じ選択肢を選ぶ) 

②調達先の小売電気事業者の名称とメニューを入力✍ 

③調達する再エネ電力の種類をﾁｪｯｸ☑(証書利用※１or 生グリーン電力※２) 

④追加性要件の有無をﾁｪｯｸ☑ 

⑤メニューの再エネ割合を入力✍ 

⑥小売電気事業者から調達する年間電力量を入力✍ 

※１[証書利用] 
再生可能エネルギー以外の燃料により発電（火力発電など）された電力に、 

   環境価値（非化石証書など）を充てることで、再エネ電力としてみなすもの。 

※２[生グリーン電力] 
「再生可能エネルギーにより発電された電力そのもの」のことで、 

   環境価値を証書化などにより分離していない電気のこと。 

※④の要件ﾁｪｯｸが漏れると、 
「不適合」となるため注意 
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全シートを入力後、表紙に戻ると入力内容（青枠内）が自動反映される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

赤枠内は入力必須 
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２ 具体事例その２：商業施設（建物高さ６０ｍ未満） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●前提条件  

建築面積 5,500[㎡] 

床面積の合計 60,000[㎡] 

太陽光発電設備設置可能面積 
（除外部分を除いた面積） 1,700[㎡] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

●設置基準量の算定 
 

①建築面積×5% 275[㎡] 

②太陽光発電設備設置可能面積 1,700[㎡] 

設置基準量（算定値） 

275[㎡]×0.15[kW/㎡] 

（①②の小さい面積で算定） 

41[kW] 

設置基準量 

（下限・上限表から算定値を適用） 
36[kW] 

●「定格出力 20kW」の太陽光発電設備を設置したが、設置基準量に満たない（不足 16kW） 

●「オフサイト設置（オフサイト PPA）」により不足分を補填 

屋上外周部：屋根端部から辺長の 10%以内
かつ 2m以内 

設置基準量：小数点以下切り捨て（整数） 

下限 12kW～上限 36kW 
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1 

設置基準量 36kW 

ﾁｪｯｸ漏れ注意!! 

① 建築物用途をﾁｪｯｸ☑ 

 (今回は「工場等以外」にﾁｪｯｸ☑があることを確認) 

②建築面積を入力✍ 

③床面積の合計を入力✍ 

④屋上面積のうち、太陽光発電設備の設置が困難な面積を入力✍ 

⑤義務履行方法をﾁｪｯｸ☑  

 (今回は「オンサイト設置」「オフサイト設置」をﾁｪｯｸ☑) 

※⑤のﾁｪｯｸが漏れると、正しい

適合判定がされないため注意 
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①オンサイトで設置した設備をﾁｪｯｸ☑ 

②定格出力を入力✍ 

③設置主体・利用方法をドロップダウンから選択☜ 

④自家消費率(計画時点の推計値)を入力✍ 

設置基準量に対する、オンサイト設置した
設備の出力[kW]の比率が参考表示される。 

今回はオンサイト設置にて「55.5%」 
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設置基準量に対する、オフサイト設置した設備の
出力[kW]の比率が参考で表示される。 
なお、ここで表示される設置量（特定建築物への
電気供給量）にはオンサイト設置分は含まれない。 

①オフサイト設置した発電設備の情報を入力✍ 

②供給方式(PPA,自己託送,自営線)を選択☜、定格出力を入力✍ 

③年間推定発電量[kWh](所内消費を除いた電力量)を入力✍ 

④特定建築物で使用予定の電力量[kWh]を入力✍ 

(③のうち、特定建築物に供給する電力量を入力✍)  

⑤オフサイト設置(PPA,自己託送,自営線)の要件をﾁｪｯｸ☑ 

※⑤の要件ﾁｪｯｸが漏れると、 
「不適合」となるため注意 

５ 
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全シートを入力後、表紙に戻ると入力内容（青枠内）が自動反映される。 

 
 

 

 

 

  

赤枠内は入力必須 
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３ 具体事例その３：製品工場（建物高さ６０ｍ未満） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●前提条件  

建築面積 25,500[㎡] 

床面積の合計 43,000[㎡] 

太陽光発電設備設置可能面積 
（除外部分を除いた面積） 1,500[㎡] 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

●設置基準量の算定 
 

①建築面積×5% 1,275[㎡] 

②太陽光発電設備設置可能面積 1,500[㎡] 

設置基準量（算定値） 

1,275[㎡]×0.15[kW/㎡] 

（①②の小さい面積で算定） 

191[kW] 

設置基準量 

（下限・上限表から算定値を適用） 
45[kW] 

● 一般送配電事業者の都合により、「定格出力 30kW」の太陽光発電設備を設置し、 

系統連系を実施（不足 15kW） 

● 将来的な制約解除を見据え、70kWの追加設置に必要な架台を準備し、 

設置基準量の圧縮措置を適用 

※本事例の太陽光設置(400 ㎡)は、工場立地法における緑地に代わる環境施設として

の太陽光発電設備を兼ねることも可。 
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① 建築物用途をﾁｪｯｸ☑ 

 (今回は「工場等」にﾁｪｯｸ☑を入れる) 

②建築面積を入力✍ 

③床面積の合計を入力✍ 

④屋上面積のうち、太陽光発電設備の設置が困難な面積を入力✍ 

⑤義務履行方法をﾁｪｯｸ☑ (今回は「オンサイト設置」をﾁｪｯｸ☑) 

※圧縮措置は別シートでﾁｪｯｸ☑ ※⑤のﾁｪｯｸが漏れると、正しい

適合判定がされないため注意 
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①オンサイトで設置した設備をﾁｪｯｸ☑ 

②圧縮をﾁｪｯｸ☑(詳細は算定シート④にて入力✍) 

③定格出力を入力✍ 

④設置主体・利用方法をドロップダウンから選択☜ 

⑤自家消費率(計画時点の推計値)を入力✍ 

●設置した設備の出力[kW]について、 
設置基準量に対する比率が表示される。 
最初、オンサイト設置にて「66.6%」と表示さ
れるが、シート④入力後は「100.0%」（設置
基準量「30kW」）と表示される。 
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①圧縮して設置することができる条件をﾁｪｯｸ☑ 
②圧縮後の定格出力[kW]を入力✍ 
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全シートを入力後、表紙に戻ると入力内容（青枠内）が自動反映される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

赤枠内は入力必須 
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４ 具体事例その４：集合住宅（建物高さ６０ｍ未満） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

● 屋上をイベントスペースなどに活用する。 

  ⇒オンサイト設置が物理的に困難と認める理由に該当しない 

● 建物は一括受電方式を採用 

● 建物で使用する電力の 100%を再エネとする措置を適用 

（再エネ電気 100%化計画の策定・実施・対外公表） 

⇒オンサイト設置が物理的に困難と認める理由に該当しないため、 

「再エネ 100％化計画」の策定・実施・対外公表を行う。 
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① 建築物用途をﾁｪｯｸ☑ 

 (今回は「工場等」にﾁｪｯｸ☑を入れる) 

②建築面積を入力✍ 

③床面積の合計を入力✍ 

④屋上面積のうち、太陽光発電設備の設置が困難な面積を入力✍ 

⑤義務履行方法をﾁｪｯｸ☑  

(今回は「再エネ小売電気の調達」「再エネ 100%化の措置」をﾁｪｯｸ☑) 
※⑤のﾁｪｯｸが漏れると、

正しい適合判定がされ

ないため注意 

※要件を満たした一括受電方式は「再エネ小売電気の調達」とみなす。(詳細は算定シート⑤) 
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①調達の種類をﾁｪｯｸ☑ 

②オンサイト設置が困難な理由をﾁｪｯｸ☑ 

③具体的な理由を入力✍ 

④一括受電方式[採用有]にﾁｪｯｸ☑ 

⑤推計方法(建物推計電気使用量)をﾁｪｯｸ☑ 

⑥推計したエリアをﾁｪｯｸ☑(建物全体 or 共用部のみ) 

⑦推計した kWhを入力✍ 

⑧エネルギー需給実績(経産省資料)の公表数値(最新)を入力✍ 

⑨継続性要件をﾁｪｯｸ☑ 

※⑨は調達要件の１つで、  

 ﾁｪｯｸが漏れると表紙には  

 「不適合」と表示される 
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①一括受電の要件をﾁｪｯｸ☑ 

②調達先の小売電気事業者の名称とメニューを入力✍ 

③調達する再エネ電力の種類をﾁｪｯｸ☑(証書利用※１or 生グリーン電力※２) 

④追加性要件の有無をﾁｪｯｸ☑ 

⑤メニューの再エネ割合を入力✍ 

⑥小売電気事業者から調達する年間電力量を入力✍ 

・今回は建物で年間使用する電力量(200,000kWh)を 

 再エネ割 100%のメニューから調達 

  (再エネ調達量 200,000kWh 相当) 

・調達電力の出力換算値：200[kW] 

 ⇒設置基準量に対する調達比率「666.6%」と表示される   

※①の要件ﾁｪｯｸが漏れると、 
「不適合」となるため注意 

※１[証書利用] 
再生可能エネルギー以外の燃料により発電（火力発電など）された電力に、 

   環境価値（非化石証書など）を充てることで、再エネ電力としてみなすもの。 

※２[生グリーン電力] 
「再生可能エネルギーにより発電された電力そのもの」のことで、 

   環境価値を証書化などにより分離していない電気のこと。 

※④の要件ﾁｪｯｸが漏れると、 
「不適合」となるため注意 
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①再エネ 100%化を実現する時期をﾁｪｯｸ☑（今回は、竣工当初から達成する場合） 

②コミットの対象(対象建物の全体)をﾁｪｯｸ☑ 

③公表の時期・方法をﾁｪｯｸ☑・入力✍（今回は、2027 年にプレスリリースを実施） 

④自己宣言の詳細を入力✍ 

⑤竣工当初に当該特定建築物で使用する再エネ電力の詳細を選択☜ ・入力✍ 

⇒算定シート①～⑥までに入力した同内容を転記する 

※⑤の「推計年間使用量(kWh)」に記載した電力量が、 

 算定シート④「８ 建物推計電気使用量」で算定した電力量以上と 

 ならない場合、表紙の適合状況欄に「不適合」と表示される。 
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全シートを入力後、表紙に戻ると入力内容（青枠内）が自動反映される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

赤枠内は別途入力 



- 127 - 

 

第７部  報告・立入調査、勧告等の措置 

設置基準に適合するために講じる措置や、計画書の提出等について、的確な実施を確保するた

め、市は、報告や資料の提出を求めることができるほか、事業所等への立ち入り及び調査をする

ことができる。 

また、市は、計画書等が未提出の者、虚偽の計画書等を提出した者、設置基準に適合しない者

に対し、必要な措置を講ずるように勧告することができ、その勧告に従わなかった者の氏名等を

公表することができる。 

 

（参考）報告・立入調査・勧告等に係る条例の規定 

○報告・立入調査 

第 41条 

市長は、この条例の施行に必要な限度において、この条例に基づく措置の実施の状況そ

の他必要な事項について、報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、計画書提出

事業者、計画書提出開発事業者、計画書提出特定建築主、第 26条第４項（同条第６項にお

いて準用する場合を含む。）の規定により中小規模特定建築物太陽光発電設備設置報告書を

提出した者及び第 27 条第１項の設計を行う建築士が設置し、若しくは管理している事業

所、事務所その他の場所に立ち入り、調査させることができる。 

２ 前項の規定による調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求が

あった場合は、これを提示しなければならない。 

 

○勧告 

第 42条 

市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、期限を定めて、必要な措置を講ずる

よう勧告することができる。 

（１） 第 10 条第１項、第 11 条第１項、第 19 条第１項、第 25 第４項又は第 26 条第４項

の規定による提出をせず、又は虚偽の提出をした者 

（２） 第 10条第２項（同条第４項において読み替えて準用する場合を含む。）、第 19条第

４項、第 20条又は第 25条第５項から第７項までの規定による届出をせず、又は虚

偽の届出をした者 

（３） 中小規模事業者用脱炭素化取組計画書、第 19 条第２項の規定に係る開発事業地球

温暖化対策等計画書（同条第５項の規定により同条第２項の規定により提出した開

発事業地球温暖化対策等計画書とみなされたものを含む。）又は第 26条第５項の規

定に係る中小規模特定建築物太陽光発電設備設置報告書について虚偽の提出をし

た者 

（４） 第 25 条第４項の規定による特定建築物太陽光発電設備等設置計画書の提出があっ

た場合において、その特定建築物太陽光発電設備等設置計画書に記載された特定建

築物又はその敷地に設置する太陽光発電設備等が同条第１項の基準に適合しない

と認めるときにおける、その提出をした者 

（５） 第 26条第４項（同条第６項において準用する場合を含む。）の規定による中小規模

特定建築物太陽光発電設備設置報告書の提出があった場合において、その中小規模

特定建築物太陽光発電設備設置報告書に記載された中小規模特定建築物等に設置
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する太陽光発電設備の出力の量が同条第１項に規定する出力の量に達しないと認

めるときにおける、その提出をした者 

（６） 前条第１項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をした者又は同項の規定

による調査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者（同項に規定する建築士を除く。） 

 

○公表 

第 43条 

市長は、前条の規定による勧告を受けた者が、当該勧告に従わなかったときは、その旨

及び当該勧告を受けた者の氏名その他の規則で定める事項を公表することができる。 

２ 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、前条の規定による

勧告を受けた者に対し、意見を述べる機会を与えるものとする。 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

川崎市地球温暖化対策等の推進に関する条例に基づく 

特定建築物太陽光発電設備等導入制度ガイドライン（第 1.1版） 
 第 1.0版  令和７年１月制定  

 第 1.1版  令和７年１２月改正  

 

 

特定建築物太陽光発電設備等導入制度に関する情報はこちらから 
https://www.city.kawasaki.jp/jigyou/category/76-16-14-1-0-0-0-0-0-0.html 
ご不明点がございましたら、お手数ですが下記までお問い合わせください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問い合わせ先】 

川崎市環境局脱炭素戦略推進室 

〒210-8577 

川崎市川崎区宮本町１番地 川崎市役所本庁舎 

TEL：044-200-2088 

E-mail：30dtanso@city.kawasaki.jp 

https://www.city.kawasaki.jp/jigyou/category/76-16-14-1-0-0-0-0-0-0.html

